
居宅介護支援重要事項説明書 

サービス内容のご案内 

 

 

1.事業者について 

名 称 
福岡県看護協会 

訪問看護ステーション「くるめ」 
指定番号 

久留米市長指定 

第 4062290046号 

住 所 福岡県久留米市西町１０５番地１８ 

電 話 ０９４２－４８－７１７１ Ｆ Ａ Ｘ ０９４２－３７－２５３１ 

営 業 日 月曜日から 土曜日 

営業時間 ８：４５から １７：３０まで 

休 業 日 日曜・祝日・８月１３日から１５日・１２月２９日から１月３日 

事業地域 久留米市内等 

事業経緯 

平成１１年９月 福岡県指定による居宅介護支援事業所指定 

平成１８年４月 介護予防支援事業所 

平成２６年４月 久留米市指定による居宅介護支援事業所指定 

 

2.職員体制など 

 資 格 専 従 兼 務 合 計 

管 理 者 介護福祉士 ０名  １名  １名  

介護支援専門員 

看 護 師 １名  ０名  １名  

介護福祉士 １名  １名  ２名  

事 務 職 員  ０名  ２名  ２名  

 

3.連携機関 

福岡県看護協会訪問看護ステーション「くるめ」は、病院、診療所、介護保険施設、

市町村、保健福祉環境事業所、サービス事業所等と連携を図りながら事業を行ってい

ます。 



4.福岡県看護協会訪問看護ステーション「くるめ」の運営方針 

・事業にあたる介護支援専門員は、利用者の心身の特性をふまえて、出来るだけ自立し

た生活が営めるよう、利用者の選択にもとづく、総合的、効果的なサービスが受けられ

るよう、適切に事業を行います。 

 

・事業の提供にあたっては懇切丁寧に行い、利用者または家族に対し事業の提供方法等

について、理解しやすいように説明を行い、書面により同意の確認を行います。 

 

・事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療。福祉サービスとの密接な

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

 

 

5.介護保険の流れと居宅介護支援 

 

要 介 護 認 定 の 申 請 

       ↓ 

被 保 険 者 証 の 交 付 

       ↓ 

認 定 結 果 の 通 知 

       ↓ 

居 宅 サ ー ビ ス 計 画 作 成 の 依 頼 

居宅サービス計画作成届出書提出（地域包括支援センター） 

       ↓ 

地域包括支援センターと居宅介護支援契約 

居 宅 サ ー ビ ス 計 画 書 の 作 成 

       ↓ 

各 サ ー ビ ス 提 供 事 業 者 か ら の 

サ ー ビ ス の 提 供 ／ 利 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*居宅介護支援とは 

 

・介護支援専門員による居宅介護サービス計画の作成 

・居宅サービス計画の実施状況や利用者の状況の変化の確認と評価 

・居宅サービス計画の変更や、関係機関との連絡調整 

・公正中立な情報提供や紹介など 



6.居宅介護支援の進め方 

担当介護支援専門員は、下記のとおり居宅介護支援を行います。 

 

① 地域包括支援センターより委託を受けて、介護支援専門員が利用者

の自宅を訪問します 

 

利用者と家族の要望の確認 

利用者の心身の状態や生活環境等の確認 

 

 

② 介護支援専門員が、同意を得られた具体案に基づき介護予防サービ

ス計画案を作成します 

 

 

③ 介護支援専門員が、サービス担当者との調整会議等によりサービス

の調整を行います 

 

 

④ 介護支援専門員が介護予防サービス計画案を利用者と家族に説明

します。 

 

 

⑤ 利用者からサービス計画の同意をいただきます。 

介護予防サービス計画書等の書類を地域包括支援センターへ提出

します。 

 

利用者は居宅サービス計画にそって、各介

護サービス事業者と契約します 

 

 

⑥ 介護支援専門員が、サービスの実施状況や利用者の課題を確認し、

必要に応じて居宅サービス計画の変更や、介護サービス事業所など

と連絡調整を行います 

 

 

⑦ 要介護認定更新申請への協力 

 



7．サービスの利用方法 

（１）サービス利用の開始 

まずはお電話等でお申し込みください。当事業者の介護支援専門員が地域包括支

援センター職員と一緒にお伺いします。契約を締結したのち､サービスの提供を

開始します。 

 

（２）サービスの終了 

① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出があればいつでも解約できます。 

 

② 当事業者の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により､サービスの提供を終了させていただく場

合がございます。その場合は､終了 1ヵ月前までに文書で通知するとともに他の

居宅介護支援事業者をご紹介いたします。  

 

③ 自動終了 

以下の場合は､双方の文書がなくとも、自動的にサービスを終了いたします。 

・介護保険施設やグループホーム等に入所した場合 

・小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合 

・要介護認定区分が、非該当や要介護と認定された場合 

・入院若しくは、居宅でのサービスを利用しない期間が６月を越えた場合 

・被保険者資格の喪失や死亡された場合 

 

④ その他 

ご利用者・ご家族様が当事業者に対して､本契約を継続しがたいほどの背信行為

を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていた

だく場合があります。 

 

＜次のような場合はご連絡下さい＞ 

・介護保険証などの記載内容に変更があった場合 

・医療受給資格などに変更のあった場合 

・居宅サービス計画外のサービスを利用する場合 

・利用するサービスの変更の場合 

・病状等の変化などのため､入院（入所）となった場合 

・住居地の変更の場合 

 

 

 

8．利用料 

居宅介護支援については、介護保険でまかなわれるため、利用料を支払う必要はありま

せん。ただし、介護保険料未払いなどによって当事業者の法定代理受領が出来ない場合

は、当事業者に利用料をお支払いください｡ 

 



（１） 事業者が発行するサービス提供証明書を市町村の担当課に提出しますと、払い

戻し（全額または一部）を受けることができます。 

 

 

 

9．中立・公平について 

居宅介護支援を提供するにあたり、介護保険法の中で利用者の意思及び人格を尊重し、

利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、利用者に提供される指定居宅サ

ービス等が特定の種類又は指定居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正

中立に業務を行います 

 

① 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求

めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理

由について説明を求めることができることを説明します。 

② 特定の事業者に不当に偏った情報を提供するようなことや、ご利用者の選択を求

めることなく同一の事業主体のみの居宅サービス計画原案を提示することはいた

しません。  

 

 

 

10．虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止及び身体的拘束等の適正化ために、次の

措置を講ずるものとします。 

 

① 事業所における虐待防止措置及び身体的拘束等適正化のための対策を検討する委

員会の定期的開催とその結果について介護支援専門員に徹底通知 

② 虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化をするための従業者に対する研修の実施 

③ 事業所における虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化指針の整備 

④ 虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化に関する責任者の配置 

⑤ 成年後見制度の利用を支援します。 

⑥ 市役所、地域包括支援センター、警察等との虐待防止措置及び身体的拘束等にお

ける通報先との連携・協力につとめます。 

 

虐待防止に関する責任者   管理者 久次 昌美 

 

事業者は、面接中およびサービス事業者より報告があった場合は速やかに関係機関に

通報するものとします。 

 

 

 

 



11．暴言・暴力・ハラスメントについて 

暴言・暴力・ハラスメントに対するために次にあげる措置を講じます。 

1) 暴言・暴力・ハラスメントに対する組織・地域での適切な対応を図るとともに

法人内に責任者を選定しています。 

2) 職員に対する暴言・暴力・ハラスメントを防止し、啓発・普及するための研修

を実施しています。 

3) 暴言・暴力・ハラスメント行為が利用者やその家族から、職員に対してあった

場合には解約するだけでなく、法的な措置とともに損害賠償を求めることがあ

ります。 

 

【具体的な暴言・暴力・ハラスメントの例】 

暴力又は乱暴な言動  ・殴る、蹴る     

・物を投げつける    

・怒鳴る  

・刃物を向ける    

・奇声や大声を発するなど 

ハラスメント行為    ・不用意に体を触る  

・手を握る 

・腕を引っ張り抱きしめる 

・卑猥な画像や動画を繰り返し見せる 

その他        ・職員や他社の個人情報を求める 

・ストーカ行為など 

 

 

 

12．業務継続計画の策定 

事業所は、感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援事業の

提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の事業再開を図る為の計画を

策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じます。また介護支援専門員に対

し、業務持続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 

 

 

 

13．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

① 事業所における感染の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおお

むね 6月に 1回以上開催します。その結果を介護支援専門員に周知徹底します。 

② 事業所における感染症およびまん延防止のための指針を整備します 

③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定

期的に実施します。 



14．主治の医師および医療機関等との連絡 

事業者は、利用者の主治の医師および医療機関との間において、利用者の在宅生活を

円滑に行う為利用者の情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。 

 

① 利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅支援事業者が医療機関に伝わるように

入院時に持参する医療保険証又はお薬手帳等に担当の介護支援専門員がわかるよ

う、名刺を張り付ける等の対応をお願いします 

② また入院時には、ご本人またはご家族から、当事業所名および担当介護支援専門

員の名称を伝えていただくようお願いいたします。 

 

 

 

14.緊急時の対応について 

緊急の場合は、下記にご連絡下さい 

 

 

 

 

 

 

15．相談・苦情の窓口 

サービスについてのご相談や、ご不満、ご意見などある場合は担当の介護支援専門

員、または、下記までご連絡ください。 

 

（１） 福岡県看護協会 訪問看護ステーション「くるめ」 

ＴＥＬ ０９４２-４８-７１７１   

受付時間 ９：００～１７：００ 

管理者 久次 昌美 

 

（２） 久留米市の地域包括支援センター 

・久留米中央    ＴＥＬ ０９４２－４６－８７１１ 

・久留米中央第２  ＴＥＬ ０９４２－２７－６８６０ 

・久留米中央第３  ＴＥＬ ０９４２－２７－６８８６ 

・久留米東     ＴＥＬ ０９４２－４１－５５２２ 

・久留米東第２   ＴＥＬ ０９４２－７２－８０５５ 

・久留米西     ＴＥＬ ０９４２－５１－６１００ 

・久留米西第２   ＴＥＬ ０９４２－２７－８５６９ 

・久留米南     ＴＥＬ ０９４２－５１－２３３２ 

・久留米南第２   ＴＥＬ ０９４２－３６－５３１１ 

・久留米北     ＴＥＬ ０９４２－２３－１０５５ 

・久留米北第２   ＴＥＬ ０９４２－６５－５１５６ 

 

ご連絡先 TEL ０９４２-４８-７１７１ 



（３） 保険者が久留米市の場合 

久留米市役所介護保険課  ＴＥＬ ０９４２-３０-９２４７ 

 

（４） 福岡県国民健康保険団体連合会 

介護サービス相談室    ＴＥＬ ０９２-６４２-７８５９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明をうけ、介護予防支援の提供開始に

同意をしました。 

  

 

 

     年    月    日 

 

 

      利 用 者 氏 名 

 

 

 

      家族または代理人 

 

 

                 本人との関係（       ）       

サービス相談窓口 

電話番号：０９４２-４８-７１７１  担当者： 

受付時間：月～土曜日 ９：００～１７：００ 

 

事 業 者 名  福岡県看護協会 訪問看護ステーション「くるめ」 

事業所番号  ４０６２２９００４６ 

住 所  福岡県久留米市西町１０５番地１８ 

管 理 者  久次 昌美 

説 明 者 

 


